
一般競争入札参加者心得 
 
　岬町が発注する建設工事等に係る一般競争入札に参加する者が遵守しなければならない

事項及び契約等に関する事項は、別に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。 
（申込みの取消） 
１　一般競争入札において､入札日までに岬町建設工事等指名停止要綱に基づき指名停止

を受けた場合は、その申込みを取り消す。 
２　一般競争入札の申込み後において、不適当と認められる事由があるときは、その申込

みを取り消す場合がある。 
（入札の辞退） 
１　一般競争入札の申込みをした者は、入札の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退す

ることができる。 
２　入札を辞退するときは、書面によりその旨を記載して提出しなければならない。ただ

し、入札執行中は、入札執行者に口頭又は書面を提出してその旨申し出ることができる。 
（入　札） 
１　入札参加者は、設計図書等（図面、仕様書、金抜設計書、入札説明書、入札公告、質

疑回答書）その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ入札しなければならない。 
２　入札を執行する場所への入室は、１業者１人とする。 
３　入札は、所定の入札書により入札すること。 
４　入札した入札書の書き換え、引換え又は撤回は認めない。 
５　入札の妨害又は不正行為と認められる事実があったときは、退室させる。 
６　入札回数は工事の場合は１回、それ以外については３回までとする。 
７　工事の場合は工事内訳総括表を提出すること。 
８　次の一に該当する入札は、無効とする。 
　1）委任状の持参しない代理人のした入札 
　2）指定の日時、場所に提出しない入札 
　3）同一入札において、２以上の入札書を投函した者の入札 
　4）入札参加者若しくはその代理人が同一の入札において他の入札参加者の代理人となり、

又は数人が共同して行った入札　 
5）入礼者の記名押印のない入札又は記載事項の判読ができない入札 

　6）入札書記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、加入等をした場合において、その訂

正印のない入札 
　7）予定価格を公表している場合で、予定価格を超える入札 
　8）工事の場合で、工事内訳総括表の提出のない入札 
　9）金額を訂正した入札書による入札 
　10）その他入札の条件に違反した入札 



９　代理人をして入札させようとするときは､代理人にその委任状を提出させること。 
10　入札参加者は、入札執行前又は入札執行途中で入札を辞退することができる。なお、

入札辞退を理由として、以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 
11　入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により入札を公正に執行することができ

ないと認められるときは、入札を延期し、又は取りやめるものとする。 
（公正な入札の確保） 
１　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
２　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格

等いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 
３　入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札価格、内訳書を開示し

てはならない。 
４　入札参加者は入札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、不

穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるような

ことを避けるほか、常に公共事業を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保

持なければならない。 
（資本・人的関係による入札への参加制限） 
１　入札参加者間に以下の資本関係又は人的関係がある場合には、同一入札への参加を認

めない。 
⑴　親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社という。以下同じ。）とその子会

社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合 
　　⑵　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
　　⑶　一方の会社の役員（執行役員、監査役、監事及び事務局長を除く。以下同じ。）が、

他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
　　⑷　一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 
　　⑸　その他上記⑴から⑷と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

（例）①　個人事業主が他の会社の議決権の総数の 50/100 以上を保有している場合 
②　個人事業主が他の会社の役員となっている場合 
③　岬町入札参加資格者名簿において、一方の会社の契約締結権者が、他方の会社 
の契約締結権者を兼ねている場合 
※上記（例）は代表的な事例を示しています。これらに類似する場合も同一入

札への参加を制限する場合があります。 
２　上記に該当する二者以上から入札があった場合は、該当する者の行った入札を無効と

する。 
 
 



（消費税及び地方消費税の取り扱い） 
１　入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いたものとし、課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を記載すること。 
２　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相

当する金額を加算した額（当該金額に１円未満の端数かあるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とする。 
３　請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額にあわせて

当該取引に係る消費税及び地方消費税を表示するので、落札者は、所定様式により課税

事業者であるか、又は免税事業者であるかを届け出ること。 
（開　札） 
開札は、入札終了後、直ちに入札場所において、入札参加者立ち会いの上行う。 

（落札者の決定） 
落札者は、予定価格の制限の範囲内で、次の各号による場合のほか、最低の価格をもっ

て入札した者とする。 
　1）最低制限価格が設定されている場合は、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限

価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者とする。 
　2）低入札価格調査制度に係る調査基準価格が設定されている場合で、入札金額が調査基

準価格に満たないときは、落札者を保留し、必要な事項を調査の上、落札者を決定す

る。 
　3）開札の結果、落札者（落札候補者）となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある

ときは、直ちに、当該入札を行った者にくじを引かせて落札者（落札候補者）を決定

する。この場合当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
　4）規定の入札回数を行っても落札者がいないときは、入札参加者の中から契約の相手方

を選定し、随意契約の方法によって契約を締結する場合がある。 
（再度の入札）※工事以外の入札の場合のみ適用 
１　開札結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を

行う。 
２　再度の入札の執行回数は、２回（初回を含め３回）とする。 
３　再度の入札に参加することができる者は、当該入札の直前の入札に参加した者とする。

ただし、直前の入札において無効となった者は、再度の入札に参加することができない。 
（契約保証金） 
１　落札者は、契約金額の５％以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、岬町契

約規則第３６条第３項の定めるところにより免除とすることができる。 
２　契約保証金は、契約目的物の引き渡し後に全額を還付する。 
３　契約保証金には、利子は付さない。 



（前金払） 
　前金払が「有り」の契約の場合、請負代金の１０分の３以内で前払金を支払う。ただし、

前金払の請求にあたっては、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証書を提出しなけ

ればならない。 
（下請負人について） 
１　「建設産業における生産システム合理化指針」を遵守し、元請・下請契約関係の合理

化に努めなければならない。 
２　一括下請負については認めない。 
３　工事の一部を下請業者に発注しようとするときは､できる限り町内業者から選定する

よう努めなければならない。 
４　請負者は、施工体制台帳（下請け者を含む｡）を作成し、その写しを速やかに提出しな

ければならない。 
５　前号の施工体制台帳（下請け者を含む｡）と合致した施工体系図について、公衆が見や

すい場所及び工事関係者が見やすい場所に掲示しなければならない。 
（建設資材等の納入について） 
　建設資材等については、請雑貨類（燃料、事務用品、食事等）を含め、できる限り町内

業者から購入するよう努め､積極的な町内産品の利用活用に努めなければならない。 
（暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除） 
１　請負者は、契約の適正な履行にあたり、暴力団等からの不当な要求及び工事妨害を受

けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 
２　請負者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び工事妨害の排除対策を

講じること。 


